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後期人権教育月間  校長先生のお話 より 

後期人権教育月間が始まりました。今日は、この上高井に伝わるお話を聴いてください。 

 

「お前に俺の気持ちがわかってたまるか！」 

A さんの怒鳴り声が響いた。A さんが怒るのには理由がありま

した。A さんは昭和１３年に被差別部落に生まれましたが、小学

校入学をむかえても生活苦で学校に行かれませんでした。だから

A さんは文字を勉強することができなかったのです。 

A さんは建設関係の仕事に就きましたが、車を使って遠くの仕事に行くことができません。A

さんは文字を知りませんから、運転免許をとるための勉強ができなかったのです。仕方なく遠距

離の仕事は同僚に「車に乗せていってくれ」と頼むのです。しかし、約束しても迎えが来ないと

きもありました。普通に働いていても家族を養うのに十分とはいえない状態でしたので、一回仕

事を休めばその分収入が減り、生活が苦しくなります。A さんにとっては、ただ約束を守って

もらえなかったという問題では済まされないのです。そんな時、迎えに来なかった仲間より、免

許がない文字を知らない自分に A さんは腹が立ちました。そんなイライラが溜まる中で、妻に

話しかけられたり助言されたりすると、A さんはついつい大きな声を出してしまうのです。そ

んな A さんを一番嫌に思っていたのは、実は A さん自身だったのです。  そして、そのことを

一番よく分かっていたのは妻でした。 

「A さんが免許を取れたら、A さんが文字を知っていたら、A さんが変わるのに。」「A さ

んに免許を取らせよう。」A さんが文字を勉強する場をつくろうと、同じ被差別部落の人々が

行政に要請して、昭和５１年に識字学級をつくりました。A さんだけではなく、被差別部落の

人々が、お互い差別に負けない学力をつける場でもありました。 

初めての識字学級です。A さんの前には、ひらがなの練習本がおかれました。しばらく本に

書かれているひらがなをじっと見つめていた A さんは、ゆっくり鉛筆を握ると、一文字一文字

鉛筆が折れるかと思うくらいの力を込めて、文字の形を書きました。１２月だというのに、たち

まち A さんは汗びっしょりになり、シャツ一枚で文字を書きました。A さんは欠かさず識字学

級に通いました。しかし、文字を覚えるのは簡単ではありません。

しかも、A さんの場合は文字を覚えるというだけではなく、免許を

取得するという目標もあります。ひらがな、漢字、車の構造と覚え

ることは山ほどありました。A さんも必至に勉強をし、２年後よう

やく免許取得の為に自動車教習所に通うことになりました。 

教習所の教本には、A さんの知らない漢字がたくさんあります。

その漢字に妻が丁寧に一つ一つ仮名をふりました。人が１時間で読

み終える内容も、A さんは３時間も４時間もかかります。A さん



は、寝る間も惜しんで勉強をしました。しかし、試験にはなかなか受かりません。試験を受け

る、落ちる、受ける、落ちる･･･。幾度となくそんなことが続き１３回目の試験で A さんは念願

の運転免許証を手に入れました。文字を覚える学習をはじめてから、５年の歳月が経っていまし

た。教習所の先生から手渡された免許証を両手で受け取った A さんは、それをそっと袋の中に

入れ、かばんの中にしまいました。 

 

こんなお話が、伝わっているんです。識字学級ってい

って、夜仕事を終えてからこうやって集まってきてひら

がなから始まり、初めて文章を習う場所がありました。

今でいう、夜間中学のようなそんな場所です。 

これが、38 歳の A さんが初めて書いたワークシー

ト。「つくし」とか「つき」とか、小学校一年生が使うプリントを 38 歳の時、初めて勉強し始

めたんです。鉛筆の使い方を習うのも 38 歳で始めました。文字が書けない文字が読めない、ど

ういうことかというと、文字を奪われた、そういう生活をしていた

わけですよね。奪われたのは単に文字だけではないんですよね。文

字を知っていれば身につくはずの知識や経験、そういったさまざま

なものを同時に奪われた。それが A さんであり、被差別部落の

方々でした。識字学級は文字を奪い返す学習の場でもありました。

そして、人間としての誇りと自信を取り戻すための場所でありま

した。A さんは、差別で文字を奪われました。文字が書けなけれ

ば当然学力もつきません。そうすると仕事も限られてきます。 

三年生の皆さんは勉強しましたかね。結婚するときにも差別が

たくさんありました。仕事に就いても、安い賃金で働かなければ

いけません。多くの方の命も奪われ、自分で死を決意した方もた

くさんいました。 

では、いじめによって奪われるものってなんでしょうか？いじ

められた方は、どんなことを奪われるでしょうか？･･･その子らし

さとか、明るさとか、頑張るぞっていうやる気とか、人生の目標

とか生きる力、こういったことを奪われてしまうのがいじめであるかなと思います。 

差別された方は、たくさんのものを奪われてしまうんだけれども、じゃあ逆に差別をした人、

いじめをする人は何か得をするのでしょうか？何か得るものがあるのでしょうか？なんでこんな

ことしてしまったんだ、自分って何なんだろう？こんな自分が嫌だ。もう一回やり直したい･･･

などと、きっとね、差別をした方も、たくさんのことを奪われてしまう。差別やいじめは、被害

者の側も加害者の側も、それぞれ失うことだけなんです。 

免許をとって、自分らしさを取り直した A さん。本来の優しい A さんが

戻ってきて、お世話になった方々に、こういったものを作って全員に配った

そうです。残念ながら A さんは、15 年ほど前に亡くなってしまいました

が、妻の B 子さんは今も健在で元気で働いています。 

皆さんも、この人権教育月間の間に、たくさん人権の勉強をしてほしい 

と思います。 お礼につくったお守り  



ビブリオレビュー ～秋の読書旬間～  
10 月２８日～11 月 8 日は、秋の読書旬間でした。今回の旬間では、

先生たちのおすすめ本やビブリオレビューが企画されました。ビブリオ

レビューは、各学年の発表者がおすすめ本のプレゼンをして、最後に全

校生徒が「自分が一番読んでみたいと思った本を決める」という企画で、

東中では、秋の読書旬間恒例の企画となっています。代表生徒による 2

分程の短いスピーチのなかには、推薦本の魅力や面白さがギュッとつま

っており、運営側の図書学芸委員の質問が更に「推しポイント」を引き

出してくれました。今年は、2 年生の小穴さん推薦の『行動経済学』（阿

部 誠監修）が、1 位に選ばれました。旬間は終わりましたが、引き続

き、秋の夜長に読書を楽しんでみてはいかがでしょう。             

「地域食材の日」献立 
学校給食では、「食育」を大事にしています。１５日は地域食材がテー

マで、須坂市の食材や長野県の郷土料理「虹ますの円
つぶら

揚げ」＊安曇野（明

科）の郷土料理＊を取り入れた献立でした。「信州ご当地定食」としてお店

でメニュー化しても

よいくらい、地域食材

がふんだんに使われ栄養バランスもよく、とっ

てもおいしい給食でした。健康な体をつくるた

めには、一日に３０品目の食材をバランスよく

摂取するとよいといわれていますが、給食では、

15 品目前後の食材が使われています。地産地消

の取組も大事にしている給食を通して、身近な

食材のおいしさを知ったり旬を感じたりして

「食」の大切さを実感してほしいと思います。 

＊先週は東中の畑で育てたサツマイモを給食の「秋のベジ多味噌汁」の具として調理していただき

ました。生徒たちが育てたサツマイモは、おいしさもひとしおで、味わっていただきました＊ 

連 絡 

情報モラル講演会  １１月２２日（金）１４：３５～１５：２５ 
◇場所：東中体育館     ◇講師：子どもとメディア信州 松島恒志先生 
◇内容：メディアとの適切な関わり方、SNS 等によるトラブル、事件や犯罪の実例等 
◇保護者の方もご参加いただけます。参加を希望される方は 15 日に配信した tetoru の URL より
お申込ください。 

須坂市教育委員会発行「新しい学校づくりだより」について 
市教育委員会では、子どもたちにとって、よりよい教育環境を整え、未来を見据えた学校を

目指し、現在、新しい学校づくり基本方針（案）の作成を進めています。須坂市におけるこれ
までの議論の経過や小中学校の現状、基本方針（案）検討の方向性などについて、保護者や市
民に知っていただくため「新しい学校づくりだより」を作成しています。先週までに、NO.３
まで発行されました。是非、目を通していただき、内容を周知していただければ幸いです。 

 


